
成年後見制度

安城市社会福祉協議会 総務課 生活相談係
電話 ０５６６-７７-０２８４ ／ ＦＡＸ ０５６６-７３－０４３７
E-mail seikatsu-soudan@city.anjo.aichi.jp

令和４年１月２９日（土）

午前１０時～１１時３０分

日 時

【主催】社会福祉法人安城市社会福祉協議会

申込み

入門講座
成年後見制度って
どんな制度なの？

成年後見人って
何をしてくれるの？
何をやるの？

成年後見制度を
利用するには

どうしたらいいの？

場 所 安城市社会福祉会館 会議室
（安城市赤松町大北７８番地４ 右図参照）

参加費 無料

《講師プロフィール》
神谷明文法律事務所勤務。
若手の弁護士として、成年後見制度
を含めた法律全般を対象に活動して
います。

講 師 杉原 浩介氏

成年後見人としても活動する弁護士が、

成年後見制度の基本について、分かりやすくお話します。

対 象
市内在住または在勤の方なら
どなたでも（先着７０名）

１２月１６日（木）午前９時から開始
氏名と電話番号を、下まで電話かＥメールにて

問合先

参加される方は、咳エチケットの励行、マスクの着用をお願いします。
感染の拡大防止のため、中止となる可能性があります。注意事項


